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１－１ 市営住宅の現状と課題（全体像のおさらい）

団 地 名 建設年度 階数・棟数 管理戸数 風呂釜・
浴槽の有無 家 賃

根戸団地 S43～S47 ４階建・４棟 152 無し 7,800～10,100
宿連寺団地 S49 ４階建・１棟 32 無し 11,900
高野台改良住宅団地 S39～S42 ４階建・４棟 96 無し 4,400～5,900
向原団地 S46 ４階建・１棟 24 無し 13,100

※高柳第３団地 S46 ２階建・９棟 48 無し 10,100
高田団地 S51～S53 ３階建・３棟 54 無し 15,400～15,900
逆井団地 S54～S57 ３階建・３棟 72 無し 18,000～18,900
東十余二団地 S59 ３階建・２棟 24 無し 22,000～33,200
逆井第２団地 S62 ３階建・１棟 12 無し 21,900
北柏団地 H3～H12 ４～１０階建・５棟 182 あり 15,100～38,700
塚崎団地 H7～H11 ３～４階建・９棟 136 あり 14,800～27,500

計832戸

○ 市営住宅は現在，１１団地・８３２戸。
○ 課題は，
①老朽化：昭和４０年代以前の老朽団地は，もはや⾧寿命化も困難で，将来的な廃止・解体を決定済

➡ ３５２戸が将来的に廃止・解体される中，今後の市営住宅整備はどうすべきか？
②風呂釜・浴槽問題：昭和期においては，浴室スペースは整備するが，風呂釜・浴槽は自己負担設置

➡ 様々な議論がある中，風呂釜・浴槽の自己負担制度をどうするか？
③高齢化：市営住宅の入居希望者が「独居・高齢者」が大幅に増加

➡ 団地コミュニティの維持，福祉政策との連携等をどう進めていくべきか？
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１－２ 庁内検討会の概要

１ 市営住宅の役割に対する意見
（１）福祉的な観点を踏まえても，低家賃の市営住宅は必要である。
（２）なお，費用対効果を含めて，市営住宅の戸数について精査をすべきである。
（３）医療や介護の相談も含め，住居と生活支援をセットで提供すべき。
（４）子育てや母子家庭，ＤＶ対応などの入居要件が緩和できるとよい。
（５）募集の頻度（年／２回）の増加，緊急入居対応等，入居までの時間短縮を。

２ 市営住宅の提供方法に対する意見
（１）市が直接建設する住宅と，民間借り上げや家賃補助方式を活用した住宅により，

潜在的ニーズと要支援ニーズへの対応が両立できるとよい。
（２）財政的な課題はあるが，浴槽，風呂釜等の初期費用の対策が必要である。
（３）上層階の空き部屋を整備し，入居戸数を増やしてはどうか。

○ 市営住宅の提供の必要性について改めて提起されるとともに，福祉・生活支援との連携，
入居要件や手続期間短縮等の意見が出された。

○ 一方で，提供戸数に係る十分な検討の要請や提供方法（市が直接建設する以外の方法），
初期費用対策等についての意見も見られた。
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１－３ 第１回協議会の概要（まとめ）
① 市営住宅そのものについては，住まいのセーフティネットという観点から，市営住宅が引き続き必
要であるという意見が大半。その上で，市が新築するのか，ＵＲや民間を借用するのか等，市営住
宅の提供方法については議論を要するという意見もあるところ。

（意見の抜粋）
・民間賃貸住宅に入居できない高齢者等に対して一定の役割を果たしている
・耐用年数で廃止するなら入居者の受け皿が必要ではないか
・必要性は共通の意見。一方，（民間建物を借用など）市が所有しない方法等も議論を

② 市営住宅のあり方については，福祉との連携，多世代型団地への誘導など，様々な意見が出されて
いるところ。
また，浴槽・風呂釜については，初期費用を要する現状について対策を検討すべきとの意見。

（意見の抜粋）
・高齢者等が市営住宅に入居する際には，市営住宅部門と福祉部門とが連携した対応が必要
・階段でのアクセスが難しい上層階などは，若い方を入居させてしまうことも考えられるのでは
・浴槽・風呂釜は初期費用がかかるため対策を検討すべき

※ 第２回では，市営住宅の必要戸数や，市営住宅の供給方法について，議論を深化

※ 第２回では，市営住宅の設備及び上層階の利活用等について，議論を深化
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目次２ （市営住宅の将来必要戸数）

市営住宅のあり方

１ 第１回庁内検討会，協議会の概要
２ 市営住宅の将来必要戸数
３ 市営住宅の供給方法
４ 市営住宅の設備に関する対応



6

２－１ 公営住宅供給に関する基本的な考え方

◆重層的かつ柔軟な
セーフティネットのイメージ
（資料：国土交通省）

○ 賃貸住宅には様々な形態があるが，公営住宅は「セーフティネットの中核
として，真に住宅に困窮する者」に供給することがその目的とされている。
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２－２ 要支援世帯数（公営住宅入居者層）の考え方

◆要支援世帯数の考え方（資料：国土交通省）

公営住宅水準

○ 真に住宅に困窮する者について，著しい困窮年収＜経済面＞×最低居住面
積＜住環境面＞を基準に議論することが考えられる（下図のＡ部分）。

著しい困窮年収水準
未満，かつ，最低居
住面積水準未満
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２－３ 柏市の要支援世帯数（公営住宅入居者層）

公営住宅を
補完する

公的賃貸住宅

合計 4,473
特定優良賃貸住宅 10
UR賃貸住宅 4,463

入居性制限のな
い民間賃貸住宅
(セーフティネット
登録数R5.12)

合計 3,938
セーフティネット
住宅

3,928

専用住宅 10

その他民間
賃貸住宅

(H30住宅・土地
統計調査)

セーフティネット
登録基準該当

6,869

居住中 5,358

空き家(推計) 1,511

◆柏市の重層的かつ柔軟
なセーフティネット該当住宅◆柏市の要支援世帯数

公営住宅
合計 928
市営住宅※ 784
県営住宅 144

※募集停止をしている高柳団地48戸を除く

○ 柏市において，年収×居住面積を基準に要支援世帯数を推計すると，751
～556世帯程度が，将来的にも要支援となることが推計される。
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２－４ 市営住宅の需要

○市営住宅には現在643
世帯が入居しており，近年
の募集に対する応募は約
100世帯となっている。

○近年の募集に対する応
募者は高齢者（単身）が多
い

◆ ４年度空き家応募世帯構成別世帯数と入居世帯数

60歳以上
身体障害
者（１～４級）

精神障害
者（１～３級）

単身入居
対象外

知的障害
者（A～B2）

合計
応募
倍率

令和４
年６月

応募者 48 6 7 38 1 100 10.0

入居 4 0 3 3 0 10 －

令和４
年12
月

応募者 48 1 7 39 1 96 7.4

入居 5 0 1 7 0 13 －

◆空き家応募世帯構成別割合（グラフ内の数字は実数）
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２－５ ご議論いただきたい事

○ 現在，市営住宅８３２戸に，６４３世帯の方々が入居されており，近年
の募集に対する応募は約１００世帯と，ニーズは引き続き高い。

○ ２０４５年までの将来推計を見ると，世帯収入や居住面積等が著しく
厳しい状況の方々が，約５５０～７５０世帯ほど存在する。

将来の市営住宅に求められる必要戸数は，どの程度とすべきか？
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３－１ 老朽団地における今後の対応の選択肢

○ 柏市公共施設等総合管理計画においては，以下の５団地・３５２戸につい
て，将来的な廃止・解体することを既に決定している。

団 地 名 建設年度 階数・棟数 管理戸数 風呂釜・
浴槽の有無 家 賃

根戸団地 S43～S47 ４階建・４棟 152 無し 7,800～10,100

宿連寺団地 S49 ４階建・１棟 32 無し 11,900

高野台改良住宅団地 S39～S42 ４階建・４棟 96 無し 4,400～5,900

向原団地 S46 ４階建・１棟 24 無し 13,100

※高柳第３団地 S46 ２階建・９棟 48 無し 10,100

○ 将来において，仮に引き続き一定の戸数を提供することが必要とい
うことであれば，どのような方法で，市営住宅を供給していくかが課
題。
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供給方式 直接建設型
借上型

家賃補助
新築借上 既存借上

概要

・市が公営住宅として直
接建設する
・管理運営は市が直接・
委託により実施

・民間事業者による設計・建設後に
住宅を市が借上げ，市営住宅として
運営（20年間）
・管理運営は市が直接または委託に
より実施
・事業後は民間が自由に土地・建物
を活用

・既存の賃貸住宅を市が一戸単位で
借上げ，市営住宅として運営（１年単
位）
・管理運営は可能な限り民間に委託
・事業後は民間が活用

・民間賃貸住宅に
居住する公営住宅
階層世帯への家賃
補助

国
庫
補
助

建設費 － －

家賃
・近傍同種家賃と入居者負担基準額
との差額の1/2（限度無）

同左 ・民間住宅関連助
成事業（約45％）

３－２ 市営住宅供給方法（１）

◆供給方法別概要
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３－３ 市営住宅供給方法（２）

◆供給方式別長所と課題

供給方式 直接建設型
借上型

家賃補助
新築借上 既存借上

長所

・長期的な運営（70年）
により建設費用の回収
が見込める
・長期的に安定した住宅
確保が可能

・直接建設型と比較すると初期
費用（建設費）が小さい

・初期費用（建設費）が不要
・公営住宅需要の変化に対応
した供給量調整が可能

・対象世帯を政策的
に指定が可能

課題

・初期費用（建設費）が
大きい
・長期間（用途廃止に至
るまで）の管理を要する

・管理費用（借上げ費用等）が家賃収入を上回り，財政負担が
増加する
・借上げ期間満了時の入居者の対応が必要

・対象世帯の決定等
制度の構築が必要
・家賃収入がないた
め，財政負担が増
加する
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（参考）市営住宅の経営状況と，新築等の試算

○ 現在の市営住宅の経営は，維持管理費と家賃とのバランスがとれている状況である

【パターン１】市が新築する場合（戸／年）
建設費が（国庫補助金を除く，市負担分だけで）１３００万円／戸程度かかるので，仮
に家賃で償還いただくとすれば，償還に７０年程度必要。

【収入】
家 賃：６５２世帯×平均家賃２．１万円
駐車場：１６０台×平均４４００円

計 １億７千万円

【支出】
管理費 ５２００万円
修繕費 ８６００万円
諸費用 ３２００万円

計 １億７千万円

【パターン２】市が民間に建築を依頼して借り上げる場合（２０年間借り上げ）（戸／年）
民間住宅の借り上げには，国庫補助金及び入居者の家賃を控除し，市の一般財源からの
支出が年間６０万円／戸程度，借り上げ期間にわたり続く。
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３－４ ご議論いただきたい事

１ 将来的に廃止・解体される戸数を踏まえ，
・どのような供給方法ごとに，
・どのような場所を活用して，

必要な市営住宅の供給戸数を確保していくか。

今後必要な市営住宅の供給方法について
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４－１ 市営住宅の設備に関する対応（風呂釜・浴槽）

風呂釜・浴槽の設置
(耐用年数の残りが20年以上)

◆団地別・住棟別の耐用年限経過年別戸数と風呂釜・浴槽設置状況

廃止団地 風呂釜・浴槽未設置 風呂釜・浴槽既設置

○ 昭和期に建てられた市営住宅については，当時の時代背景から，風呂
釜・浴槽については入居者自身により設置がされている。

○ 現在においても，他の入居者とのバランスの関係から，引き続き入居
者負担とされているところ
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４－２ 市営住宅の設備に関する対応（上層階）

◆空き室戸数の現在状況（エレベーター無団地）

団地名 管理戸数 １階 ２階 ３階 ４階 計

高田団地 54 3 3 5 11

逆井団地 72 4 3 8 15

逆井第2団地 12 0 2 2 4

東十余二団地 24 0 0 0 0

塚崎団地 136 0 6 5 4 15

合計 298 7 14 20 4 45

○ 昭和期に建てられた市営住宅については，エレベーターが設置されて
おらず，階段室型のレイアウトとなっている。

○ 高齢者の入居ニーズが高まる一方で，上層階への入居希望は乏しく，
上層階の空家が顕在化してきている。
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４－３ ご議論いただきたい事

１ 風呂釜・浴槽が自己負担とされている現状ではあるが，どの
ような対応を取るべきか。

２ 上層階の空き室が顕在化する中，上層階の活用等について，
どのような方策が考えられるか。

市営住宅の設備面での課題をどう改善していくか？


